
入 札 番 号 広消13
発 注 業 種 工事
工 事 名 境港消防署弓浜出張所大規模改修機械設備工事
工 事 場 所 米子市大篠津町２９１３番地１
入 札 方 式 郵便による入札

　本業務は、鳥取県西部広域行政管理組合境港消防署弓浜出張所大規模改修建築主体
工事に伴う機械設備工事である。

　１　機械設備工事
　　（１）庁舎　　　　　　　一式
　　（２）車庫棟　　　　　　一式
　　（３）車庫棟　仮設工事　一式
　　（４）発生材処理　　　　一式

※　建築主体工事及び電気設備工事は別途

工 期 契約締結日～令和9年2月25日

設 計 方 法 公共建築工事積算基準 ※注）１
予 定 価 格 （ 税 込 み ） 37,004,000 円

（直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の7/10＋一般管理費の5.5/10）×1.1 ※注）２

発 注 区 分 管工事

契 約 保 証 要
設 計 図 書 組合ホームページからダウンロードしてください。

設 計 図 書 （ 図 面 ）
組合事務局総務課（FAX:0859-56-3203）にファクシミリで申し込んでください。
※　申込書の書式は組合ホームページ（様式集）に掲載しています。
※　申込書に記載されたメールアドレスに図面のデータを送付します。

※注）３

入 札 参 加 申 込 期 間 令和8年5月11日～令和8年5月14日（午後4時まで）
入 札 参 加 申 込 場 所 鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課　FAX:0859-56-3203
設 計 図 書 等 申 込 期 間 令和8年5月11日～令和8年5月19日（午後4時まで）
質 問 受 付 期 間 令和8年5月11日～令和8年5月19日（午後4時まで）
質 問 受 付 場 所 鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課　FAX:0859-56-3203
質 問 回 答 日 令和8年5月20日
入 札 書 差 出 期 間 令和8年5月18日～令和8年5月22日
指 定 配 達 日 令和8年5月26日
開 札 日 令和8年5月27日　午前10時50分
開 札 場 所 鳥取県米子市淀江町西原1129番地1　米子市淀江支所2階　第3会議室

注)１ 公共建築工事積算基準の情報は、国土交通省のホームページで確認できます。

 なお、入札に参加される場合は、必ず設計図書（図面）の送付を申し込んでください。

注)２ 本工事に設定する最低制限価格は、組合建設工事最低制限価格設定要領に基づき決定します。

・組合を組織する市町村（米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、
日野町、江府町）のいずれかの市町村で、管工事の工種の指名競争入札に参加する資格を有
すること。

・鳥取県西部広域行政管理組合指名競争入札参加資格者停止措置要領の規定に基づく指名停
止措置を受けていないこと。

※　経営事項審査に係る総合評定値の通知を提出（ファクシミリ可）すること。ただし、過
去の入札参加の際に同様の通知を提出している場合は提出不要とする。

発注表（工事）

 積算に当たり、事前に現地確認を希望される場合は、組合事務局総務課入札財政担当
（TEL:0859-22-7732）までご連絡下さい。なお、入札前に、工事担当課への直接の連絡はご
遠慮ください。

案 件 概 要

・組合を組織する市町村内に本店を有すること。

注 意 事 項 等

※注）４

入 札 参 加 条 件

注)３ 設計図書（図面）の送付は、組合を組織する市町村（米子市、境港市、日吉津村、大山町、南
　　　部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町）のいずれかで、本工事の発注区分と同一の工種の指
　　　名競争入札に参加する資格を有する者に限ります。

最低制限価格（税込み）

・令和５年１０月１日から令和６年９月３０日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９
第１項の規定による経営事項審査に係る管工事の総合評定値が７８０点以上であること。

・建設業法第２７条の２９の規定による総合評定値の通知に記載された１級技術者職員数が
０人以上であること。

・入札参加申込期限内に参加申込書をファクシミリで送信しないと入札に参加できません。

（予定価格の2/3以上で設定し、予定価格の8/10に満たないときは、8/10とする。）



　　

・入札へ参加を希望される方は、ホームページに掲載している「組合参加希望型指名競争入札実施要
領」、「組合郵便入札実施要領」を必ず熟読ください。

注)６ 現場代理人、主任技術者及び監理技術者は、入札参加申込日までに３ヶ月以上の直接的かつ恒
　　　常的な雇用関係にある者に限ること。

注 意 事 項 等

注)７ 参加申込時に届けのあった配置予定技術者（主任技術者又は監理技術者）は、入札書差出期限
　　　まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。

注)８ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力
　　　団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者は入札に参加ができません。

注)４ 入札書を郵送する際は、配達日指定郵便、かつ、特定記録郵便、簡易書留又は一般書留のいず
　　　れかの手続を郵便局で行うこと。
　　　なお、郵送にあたっては、組合ホームページに掲載している様式を貼り付けた封筒を使用して
　　　ください。

注)５ 入札書を郵送する際に、工事費内訳書（入札書添付用）を同封すること。
　　　（様式は、組合ホームページに掲載しています。）


